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第２章 知的財産の保護 
 

Ⅰ．知的財産の保護を強化する 

 

５．知的財産権制度を強化する 

 
（５）知的財産権侵害に係る刑罰を見直す 

知財権侵害に対する抑止効果を高めるため、２００６年度も引き続き、著作

権及び育成者権の侵害に係る刑罰（懲役）の上限を１０年とすることについて

検討し、必要に応じ制度を整備する。 

（法務省、文部科学省、農林水産省） 

 

７．知的財産の国際的な保護及び協力を推進する 

 

（２）国際公共政策に配慮した国際ルールの構築に貢献する 

 

①省庁間連絡会議などの検討体制を整備する 

遺伝資源や伝統的知識、フォークロア（民謡などの伝統的文化表現）の問題

など、知財政策と他の様々な国際公共政策との関係について、我が国として適

切な対応が図れるよう、２００６年度の早い時期に、関係省庁による「知的財

産関連の国際公共政策に関する連絡会議（仮称）」の設置など、国際的な知財

政策に関する国の検討体制を整備する。 

内閣府、外務省、文部科学省、厚生労働省、 

農林水産省、経済産業省、環境省、関係府省 

 

②国際的な相互理解とコンセンサスづくりに貢献する 

２００６年度から、知財政策と他の様々な国際公共政策との関係に関する問

題について、先進国、途上国、地域コミュニティ間の対話や、国際シンポジウ

ム等の開催を推進するとともに、アカデミアやシンクタンクなどでの研究活動

を促進する。 

内閣府、外務省、文部科学省、厚生労働省、 

農林水産省、経済産業省、環境省、関係府省 

※ 
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（６）自由貿易協定（ＦＴＡ）／経済連携協定（ＥＰＡ）等を活用する 

自由貿易協定（ＦＴＡ）／経済連携協定（ＥＰＡ）や投資協定などの二国間・

複数国協定の交渉の機会において、交渉相手国の知財制度の整備や特許におけ

るいわゆる修正実体審査の制度上又は運用上の受入れなどを促し、我が国産業

界等の要望に沿った知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（ＴＲＩＰＳ協

定）等の規定以上の知財の保護が達成されるよう、２００６年度も引き続き積

極的に働きかける。 

（外務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省） 

 

（７）国際的な情報発信を推進する 

 

②知的財産に関連する法律の英訳を早急に進める 

我が国の知財に関連する法律などが国際的に理解され、利用されやすくする

ため、２００６年度も引き続き、関係府省や関係団体と協働しつつ、特許法等

の英訳を先行して進めるとともに、その他の法律についても２００６年３月に

策定した翻訳整備計画に従い、正確かつ統一された英訳の作成作業を早急に進

める。 

内閣官房司法制度改革推進室、法務省、文部科学省、 

農林水産省、経済産業省、関係府省 
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Ⅱ．模倣品・海賊版対策を強化する 

 

１．外国市場対策を強化する 

 

（１）模倣品・海賊版拡散防止条約の早期実現を目指す 

模倣品・海賊版問題は、特定の国にとどまらず世界各国に拡散しており、犯

罪組織やテログループの資金源となったり、消費者の健康や安全を脅かす深刻

な問題であることにかんがみ、２００６年度は、我が国から提唱を行った「模

倣品・海賊版拡散防止条約（仮称）」について、各国と連携しつつ、経済協力

開発機構（ＯＥＣＤ）、世界税関機構（ＷＣＯ）、国際刑事警察機構（インター

ポール）などの国際機関と協力して、早期の実現を目指して議論を加速する。 

警察庁、総務省、法務省、外務省、財務省、 

文部科学省、農林水産省、経済産業省    

 

（２）侵害発生国・地域への対策を強化する 

 

②コンテンツ海外流通マーク（ＣＪマーク）等を活用する 

ⅰ）２００６年度も引き続き、海賊版の摘発活動を容易にするため、コンテ

ンツ海外流通マーク（ＣＪマーク）の普及や調査・摘発活動を支援する。 

（警察庁、文部科学省、経済産業省） 

 

ⅱ）海外市場及び水際での商品の真贋判定を容易にするため、２００６年度

から、権利者・権利者団体や製造業者・流通業者に対し、その有効性を検

証しつつ、偽造防止技術の活用を奨励する。 

（警察庁、外務省、財務省、文部科学省、経済産業省） 

 

③侵害状況調査制度を活用する 

ⅰ）政府においては、海外における我が国企業の知財権侵害による被害の重

大性にかんがみ、２００６年度も引き続き、「知的財産権の海外における侵

害状況調査制度」の活用を促進する。 

（外務省、経済産業省、関係府省） 

 

※ 
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ⅱ）２００６年度も引き続き、定期調査や事業者からの申立てに基づく調査

等を基に、諸外国の模倣品・海賊版対策に関する報告書を作成・公表する

とともに、侵害発生国・地域に対して問題の改善を強力に要請する。 

（外務省、経済産業省、関係府省） 

 

④侵害発生国・地域に対し具体的要請を行う 

２００６年度も引き続き、アジア諸国などの侵害発生国・地域に対し、デザ

イン模倣対策の強化、執行の強化、再犯防止の強化、周知商標の認定促進、水

際における権利者負担の軽減など、具体的な制度改善や取締りの実効ある強化

について閣僚レベルを始め様々なレベルで強力に要請する。 

（外務省、財務省、文部科学省、経済産業省、国土交通省、関係府省） 

 

⑤模倣品・海賊版の被害の実態を調査する 

ⅰ）２００６年度も引き続き、模倣品・海賊版被害にあった場合の対応策や

事例など、我が国の企業が侵害国において訴訟提起などの権利行使をする

ために必要なノウハウなどの情報を収集し、資料としてまとめ、企業に配

布する。 

（外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

ⅱ）海外市場において模倣品・海賊版の被害を受ける我が国企業が増加して

いることにかんがみ、２００６年度も引き続き、模倣品・海賊版による被

害の実態等を調査・分析し、その結果を広く公表するとともに、国際交渉

にも活用する。 

（外務省、文部科学省、経済産業省） 

 

（３）侵害発生国・地域の当局との当局間の連携を強化する 

侵害発生国・地域の当局（権利付与官庁、警察当局、税関当局、行政取締当

局、司法当局）との連携を具体的に強化するため、２００６年度も引き続き、

日常的な情報交換に加え、相互支援協定の締結や当局間での定期協議などを推

進する。 

（警察庁、外務省、財務省、文部科学省、経済産業省） 
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（４）自由貿易協定（ＦＴＡ）／経済連携協定（ＥＰＡ）等を活用する 

２００６年度も引き続き、自由貿易協定（ＦＴＡ）／経済連携協定（ＥＰＡ）

や投資協定などの二国間・複数国間協定に、実効的なエンフォースメントの確

保のための条項を盛り込むよう積極的に交渉する。また、エンフォースメント

も含めた実際の執行状況等を協定上のメカニズムの場等を利用してレビュー

を行う。 

（警察庁、外務省、財務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、関係府省） 

 

（６）欧米との連携を強化する 

 

①ＥＵ・欧州各国との連携を強化する 

２００６年４月に開催された日・ＥＵ定期首脳協議において、模倣品・海賊

版の拡散防止のための国際的な法的枠組構想等に関する対話等、模倣品・海賊

版の分野を含む知財関連問題に関する緊密な対話を継続することが合意され

た。２００６年度も引き続き、侵害発生国・地域への働きかけをより有効に行

うため、首脳・閣僚レベルの定期・個別協議や日・ＥＵ知財対話等の協議を積

極的に活用し、ＥＵとの連携を強化する。 

また、ＥＵとの連携を効果的に行うために、日仏間を始め欧州各国との二国

間協議など欧州各国との連携を強化する。 

（外務省、財務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

②米国との連携を強化する 

２００６年度も引き続き、アジアにおける知財権の保護を推進するため、首

脳間、閣僚間を始めとする日米間の二国間協議などを積極的に活用し、米国と

の連携を強化する。 

（外務省、財務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 
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（７）多国間の取組をリードする 

ⅰ）２００６年度も引き続き、Ｇ８サミットを始めとして、ＯＥＣＤ、アジア

太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）、アジア欧州会合（ＡＳＥＭ）、世界貿易機

関（ＷＴＯ）、世界知的所有権機関（ＷＩＰＯ）、世界税関機構（ＷＣＯ）等

の国際機関・フォーラムにおいて、模倣品・海賊版問題が首脳を始めハイレ

ベルで取り上げられるよう、準備や働きかけを行う。 

（外務省、財務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

ⅱ）ＯＥＣＤにおいて、２００５年から作業が開始されている模倣品・海賊版

対策プロジェクトについて、２００６年度も引き続き、諸外国と連携しつつ

積極的に議論を推進する。 

（外務省、財務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

ⅲ）ＡＰＥＣにおいて、２００６年度は、「ＡＰＥＣ模倣品・海賊版対策イニシ

アティブ」に基づいて、新たなガイドラインの策定や対象となる知財権の追

加等に関する検討作業をリードするとともに、引き続き知的財産権政策進捗

マッピングの活用やＡＰＥＣ知的財産権包括戦略の推進、各国・地域におけ

る知的財産権サービスセンターの早期設置について、積極的な働きかけを行

う。 

（外務省、財務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

ⅳ）２００６年度も引き続き、ＡＳＥＭ貿易円滑化行動計画の下、知財権分野

での活動に積極的に取り組むとともに、欧州とも協力し、エンフォースメン

トを含む知財権保護のためにアジア・欧州間で協力する。 

（外務省、財務省、関係府省） 

 

ⅴ）２００６年度も引き続き、ＷＴＯの対中国経過的レビューメカニズム及び

ＴＲＩＰＳ協定の法令レビュー、貿易政策検討制度（ＴＰＲＭ）を積極的に

活用し、アジア諸国・地域に対して模倣品・海賊版の取締りを強化するよう

要請する。 

（外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 
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ⅵ）２００６年度も引き続き、ＷＩＰＯにおいて、模倣品・海賊版のエンフォ

ースメント問題を主要議題として取り上げ、模倣品・海賊版の取締りをＷＩ

ＰＯ加盟国が一体となって取り組むべき問題であるとの認識を加盟国間で共

有するよう積極的に取り組む。 

（外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

（８）模倣品・海賊版対策の能力構築を支援する 

ⅰ）開発途上国における貿易投資の拡大と経済発展のために知財権の適切な保

護が不可欠であることにかんがみ、２００３年８月に決定されたＯＤＡ大綱

を踏まえ、２００６年度も引き続き、個別の援助計画において必要性及び優

先度に応じ開発途上国の知財制度の整備・執行の強化を支援する。 

（外務省、関係府省） 

 

ⅱ）模倣品・海賊版対策に積極的に取り組むアジア諸国の政府関係者や民間の

団体・企業等に対し、各府省が実施している知財権の保護に関する能力構築

（キャパシティービルディング）を、２００５年６月に策定された「知的財

産保護協力・能力構築支援戦略」に基づき、２００６年度も引き続き、我が

国企業と協力しつつ、関係府省や国際協力機構（ＪＩＣＡ）、ＪＥＴＲＯ等の

関係団体が協調して実施する。また、毎年度終了後に事業内容のレビューを

行う。 

警察庁、総務省、法務省、外務省、財務省、 

文部科学省、農林水産省、経済産業省 

 

ⅲ）２００６年度も引き続き、侵害発生国・地域において対策に取り組む当局

や団体との連携を強化するとともに、模倣品・海賊版が社会悪であることを

侵害発生国・地域の国民が広く認識するよう、啓発活動の支援に取り組む。 

（外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 
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２．水際での取締りを強化する 

 

（１）個人輸入等の取締りを強化する 

ⅰ）模倣品・海賊版の個人輸入や個人所持は、現状では法律で禁止されておら

ず、また国民の意識も極めて低い。このため、模倣品・海賊版の個人輸入・

個人所持が社会悪であることを国民に明確にするとともに、その氾濫を防止

するため、２００６年度中に、模倣品・海賊版の個人輸入・個人所持の禁止

について更に検討を行い、必要に応じ新法の制定等法制度を整備する。 

（警察庁、法務省、財務省、文部科学省、経済産業省） 

 

（２）法律的・技術的専門性を伴った侵害判断を行う制度を整備する 

権利者が事案の性質や権利者のニーズに応じて多様な手続を活用できるよ

う、２００６年度中に、水際対策における技術判定能力の重要性や制度の利便

性・手続の公平性等にかんがみ、これまでの累次の制度改正の実施状況等を踏

まえ、当事者の参加や専門家の関与等により、法律的・技術的専門性を伴った

侵害判断を行うための方策を更に検討し、必要に応じ法改正等制度を整備する。 

（財務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省） 

 

（４）模倣品・海賊版の税関での取締りを強化する 

 

②模倣品・海賊版の輸出・通過を取り締まる制度を整備する 

ⅰ）海賊版が侵害品発生国・地域から第三国で積み替えて輸出を行うなどの

新たな手口が発生している現状を踏まえ、税関が著作権を侵害する物品の

輸出・通過についても水際で取締りを実施できるよう、２００６年度中に

検討し、必要に応じ法改正等制度を整備する。 

（法務省、財務省、文部科学省） 
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３．国内での取締りを強化する 

 

（１）インターネットオークション上の模倣品・海賊版の取引を防止する 

ⅱ）２００６年度は、官民協力の下、消費者や出品者の観点を考慮に入れつつ、

権利者及びオークション事業者による「インターネット知的財産権侵害品流

通防止協議会」等を通じた下記の取組を推進する。 

ａ）違法な出品を防止するため、オークション事業者による正確な本人確認

を促進する。 

ｂ）違法出品者に対する権利侵害品の差止や損害賠償の請求を可能にするた

め、権利者から法令に基づく出品者情報の開示請求があった場合のオーク

ション事業者から権利者への迅速かつ円滑な情報開示を促進する。 

ｃ）模倣品・海賊版をオークションサイト上から一掃するため、模倣品・海

賊版の出品停止などオークション事業者が一体となった自主的取組を促進

する。 

ｄ）模倣品・海賊版の出品・購入を防止するため、出品者及び消費者への啓

発活動を強化する。 

（警察庁、総務省、文部科学省、経済産業省） 

 

ⅲ）２００６年度は、上記取組の効果検証と並行して、インターネットオーク

ション上の模倣品・海賊版の取引を効果的に防止するための更なる対策の検

討を行い、必要に応じ法制度等を整備する。 

（警察庁、総務省、文部科学省、経済産業省） 

 

（４）劇場内で無断撮影された映像の違法流通への対策を推進する 

映画の上映中に劇場内において無許可で撮影された映像がインターネット

により違法に流通する等の問題について適切に対処するため、２００６年度か

ら、被害状況や対策について検討し、必要に応じ所要の措置を講ずる。 

（警察庁、文部科学省、経済産業省） 

 

※ 

※ 
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４．官民の連携を強化する 

 

（１）政府内の連携を強化する 

外国市場対策や水際及び国内での取締りに関し、関係府省が一体となって対

策に取り組むよう、２００６年度も引き続き、以下のような対策に取り組み、

関係府省の連携を強化する。 

ａ）政府模倣品・海賊版対策総合窓口の周知を徹底し、総合窓口年次報告書

を作成するとともに、権利者や企業等からの相談に対し、迅速に対応する

ために関係府省の連携を強化する。 

ｂ）関係府省で模倣品・海賊版に関する情報を共有できるようネットワーク

やデータベースを構築する。 

ｃ）外国市場での模倣品・海賊版の製造・流通情報や被害情報等を警察・税

関が活用し、当該模倣品等の国内市場への流入防止、国内からの排除を進

める。 

ｄ）国内外で収集・分析した各種情報に基づき模倣品・海賊版対策に関する

政策を立案・実施するとともに、その結果を関係者にフィードバックする。 

ｅ）各種対策については、関係府省間で相互に調整を行うとともに、「模倣

品・海賊版対策関係省庁連絡会議」を機動的に開催し、政策調整を密に行

い、総合的に実施する。 

警察庁、総務省、法務省、外務省、財務省、 

文部科学省、農林水産省、経済産業省 

 

（２）官民・民民の連携を強化する 

ⅰ）２００６年度も引き続き、我が国の企業による諸外国での模倣品・海賊版

対策の取組を支援するとともに、侵害発生国・地域の当局との交渉や働きか

けを効果的に行うため、官民合同ミッションの派遣を始め、国際知的財産保

護フォーラム、コンテンツ海外流通促進機構、不正商品対策協議会等の民間

団体の諸外国での活動を支援する。 

（警察庁、外務省、財務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省） 
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ⅱ）２００６年度も引き続き、関係府省がより緊密に連携を取りつつ、企業等

を対象にした模倣品・海賊版対策のためのセミナーを全国各地で開催する。 

（警察庁、財務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

ⅲ）権利取得や模倣品対策の助言、現地の弁理士・弁護士・調査機関の紹介、

個別案件の相談や関係府省への連絡、侵害国政府当局への要請など、企業の

相談に応じるため、２００６年度も引き続き、ＪＥＴＲＯ、日本商工会議所、

日本弁護士連合会、弁護士知財ネット、日本弁理士会及び（社）発明協会等

で構築したネットワーク（通称：ニセモノ相談ネット）の積極的な活用を促

進する。 

（経済産業省、関係府省） 

 

（３）模倣品・海賊版に関する国民への啓発活動を強化する 

模倣品・海賊版を撲滅するためには、模倣品・海賊版が社会悪であることを

国民に広く認識してもらうことが重要であり、消費者基本法に知財権等の適正

な保護が消費者の責務であると規定していることを踏まえ、２００６年度も引

き続き、国民への啓発活動を強化するとともに、学校教育等を通じ適切な消費

行動等についての教育を推進する。 

内閣府、警察庁、総務省、法務省、外務省、 

財務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省 
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第３章 知的財産の活用 
 

Ⅰ．知的財産を戦略的に活用する 

 

２．知的財産を活用した事業活動の環境を整備する 

 

（５）知的財産を活用した資金調達の多様化を図る 

ⅱ）２００６年度も引き続き、知財権者の知財権を他の事業者に移転、譲渡又

は利用許諾等を行う特定目的会社等に対する日本政策投資銀行の融資制度

（知的財産有効活用支援事業）の融資スキームや過去の融資事例を公表し、

その利用促進を図る。 

（総務省、財務省、文部科学省、経済産業省） 
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第４章 コンテンツをいかした文化創造国家づくり 
 

Ⅰ．世界トップクラスのコンテンツ大国を実現する 

 

１．ユーザー大国を実現する 

 

（１）ＩＰマルチキャスト放送の積極的活用を図る 

２０１１年の地上デジタル放送への全面移行を円滑に実現することを目指

して、ＩＰマルチキャスト方式により地上放送を同時再送信することについて、

著作権法上「有線放送」と同様の取扱いにするため、２００６年度中のできる

だけ早い国会に著作権法の改正案を提出するとともに、放送法制についてもこ

れに伴い必要な措置を速やかに講ずる。また、ＩＰマルチキャスト方式による

自主放送の取扱いを含め、今後の通信・放送の融合や技術革新の状況に柔軟に

対応するための放送法制や著作権法などの関連法制の在り方については、関係

省庁間の連携の下、引き続き検討を行い必要な措置を講ずる。これらの措置を

行うに際しては、クリエーターに十分な報酬が支払われるよう配慮する。 

２００６年度から、ＩＰマルチキャスト放送事業者自らが魅力的な放送コン

テンツを創り、クリエーターに新たな創作チャンスを与えるよう促す。 

（総務省、文部科学省、経済産業省） 

 

※ 
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（２）ユーザーに配慮したプロテクションシステムを採用する 

コンテンツの流通を促進するに当たり、技術革新のメリット・利便性を国民

が最大限に享受できるようにするとの観点も踏まえ、視聴者利便の確保と著作

権の適切な保護を図り、あわせてコンテンツビジネスが拡大するよう、バラン

スのとれたプロテクションシステムの策定・採用を促進するため、以下の取組

を進める。 

ａ）地上デジタル放送に関わる、いわゆる「コピーワンス」ルールの見直し

に代表されるように、一定の枠組みにおける電波利用方式の設定・実施、

放送関連機器・システムの規格・運用に関わるプロテクションシステムの

設定は、事実上利用に当たっての制約になる可能性がある。したがって、

こうしたプロテクションシステムの設定について、行政としても、本年度

中も引き続き、視聴者、メーカー、関係事業者等幅広い関係者の参加を得

て、その検討プロセスを公開し、その透明化を図ることによりシステム間

の競争を促進するとともに、あわせて、その透明、競争的かつ継続的な見

直しプロセスの在り方についても検討し、２００６年中に結論を得る。 

ｂ）民間事業者においてプロテクションシステムを検討する場合は、過去の

失敗例に学び、ユーザーの利便に配慮するよう奨励する。 

（総務省、文部科学省、経済産業省） 

 

（４）アーカイブ化を促進し、その活用を図る 

２００６年度も引き続き、ＮＨＫアーカイブスや民間放送事業者等の保有す

る放送番組などの活用が図られるよう、関係者間の合意や過去の放送番組の二

次利用に関する権利処理に係る取組を促す。また、放送番組センターや東京国

立近代美術館フィルムセンターの機能の充実を図るとともに、漫画やアニメ関

係資料、写真の収集保存について、地域・民間等での取組に協力する。 

（総務省、文部科学省） 

 

※ 
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２．クリエーター大国を実現する 

 

（１）クリエーターが適正なリターンを得られるようにする 

 

②契約における自主基準やひな形の策定を促進する 

産業規模を拡大し、クリエーターに還元がなされるよう、契約の書面化を促

すとともに、二次利用に関する規定を整備した契約に関する自主基準や契約の

ひな形を、エンターテインメント・ロイヤーズ･ネットワークと連携して策定

することを奨励する。２００６年度は映像分野における取組を進めるため、具

体的には以下の取組を進める。また、その成果についてホームページなどで適

宜公表し、若手クリエーターを始め幅広い関係者に周知を行うなど、その普及

のために必要な措置を講ずる。 

ａ）自分の権利は自分で守るとの原則の下、実演家の組織力の強化を促し、

映像に関する実演家の活動環境や著作権等に関する映画会社・放送事業者

とのルールづくりに向けた協議を支援する。 

ｂ）映画業界における契約のひな形づくりを進めるとともに、放送番組につ

いては、放送事業者の策定した制作委託取引に関する自主基準や「放送番

組の制作委託に係る契約見本」の活用状況のフォローアップを踏まえ、必

要に応じその改訂や具体化を進める。 

（総務省、文部科学省、経済産業省） 

 

（２）クリエーターの能力発揮を支援する 

 

①インターネットを使ったコンテンツの発信を進める 

インターネットを通じてクリエーターがエンドユーザーに近いところで自

己の作品をプロモートしやすくなるよう、２００６年度から、(社)日本音楽著

作権協会（ＪＡＳＲＡＣ）など著作権等管理事業者や音楽出版社等の協力を得

て、円滑、柔軟な権利処理を一層促進する。 

（文部科学省） 

 

※ 
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②コンテンツの再利用を通じた新たな創作活動を促進する 

２００６年度から、利用条件を明確化したマークを作品に付す取組を奨励す

ることなどを通して、自分の作品を積極的に利用してもらいたいと考えるクリ

エーターを支援し、他人の作品や保護期間の満了した作品を活用した創作活動

を促す。その際、著作権等管理事業者の協力を得るなどして、このような仕組

みの利便性を高める。 

（文部科学省、経済産業省） 

 

（４）利用とのバランスに留意しつつ適正な保護を行う 

 

①国内制度を整備する 

ⅰ）著作権法に関し、侵害のための専用品の提供行為について特許法と同様

の間接侵害規定の創設を含め、それを超えるような規定の導入について、

総合的研究を踏まえた上で検討を行い、２００７年度中に結論を得る。 

（文部科学省） 

 

ⅱ）法定賠償制度の創設等を含めて、著作権侵害に係る損害賠償請求や不当

利得返還請求等の役割・機能等に関して総合的に検討を行い、２００７年

度中に結論を得る。 

（文部科学省） 

 

ⅲ）映画の著作物については、その保護期間が「公表後５０年」から「公表

後７０年」に延長されたが、映画以外の著作物に係る保護期間の在り方に

ついても、著作物全体を通じての保護期間のバランスに配慮しながら検討

を行い、２００７年度中に結論を得る。 

（文部科学省） 

 

ⅳ）いわゆる放送新条約の検討状況を踏まえ、放送事業者への放送前信号に

係る権利、譲渡権の付与等に関して検討を行い、２００７年度中に結論を

得る。 

（文部科学省） 

 

※ 
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②国際的な著作権制度の調和を推進する 

２００６年度も引き続き、現在検討されている視聴覚的実演や放送機関に関

する新条約の早期採択に向けて、積極的に議論に貢献する。また、アジア諸国

を中心に、「著作権に関する世界知的所有権機関条約」や「実演及びレコード

に関する世界知的所有権機関条約」への早期加入を働きかけるとともに、途上

国における著作権制度の普及・整備を支援する。 

（総務省、外務省、文部科学省） 

 

３．ビジネス大国を実現する 

 

（２）コンテンツを輸出する 

 

①企業の海外展開を支援する 

ⅰ）海外におけるコンテンツの販路拡大への支援や日本文化についての国際

的な理解を増進するため、２００６年度も引き続き、コンテンツ海外流通

促進機構への支援、映画・放送番組等コンテンツの海外見本市への出展や

海外映画祭への出品の際に必要となる字幕作成のための支援等を行うほか、

国際交流基金やＯＤＡを通じ、アニメ・教育番組など我が国コンテンツの

海外発信を支援する。 

（総務省、外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省） 

 

ⅱ）２００６年度も引き続き、日本のコンテンツの情報発信強化のため、在

外公館やＪＥＴＲＯ等を積極的に活用し、以下のような取組を進める。 

ａ）２００６年度から、海外に紹介されていないアニメについて、在外公

館を通じて海外に紹介する「アニメ文化大使（仮称）」事業の推進 

ｂ）ＪＥＴＲＯ等において海外拠点にコンテンツ担当者を配置するなど、

情報収集機能や相談対応等の体制強化 

ｃ）ＪＥＴＲＯ等においてコンテンツ関連企業が海外進出する上で留意

すべき制度面（法令や判例等）や運用面の問題、海外における市場等

の現状や課題等をまとめたハンドブックを作成するなど、必要な情報

提供の実施 

（総務省、外務省、文部科学省、経済産業省） 
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③コンテンツ関係情報提供のためのポータルサイトを創設する 

国内外の利用者が我が国のコンテンツに関する情報に円滑にアクセスでき

るよう、関係者が協力して権利の所在情報等を提供できる体制を充実するとと

もに、２００６年度中に、コンテンツ・ポータルサイトの創設に向けた支援を

行う。 

（総務省、文部科学省、経済産業省） 

 

⑥音楽レコードの還流防止措置制度を活用するとともに輸出を拡大する 

２００６年度も引き続き、音楽レコードの還流防止措置の運用状況や海外に

おける邦楽レコードの販売・ライセンス状況を調査し、公表するとともに、輸

出の拡大を促す。 

（財務省、文部科学省、経済産業省） 

 

（３）著作権に係る課題を解決する 

 

①マルチユースを想定した契約を普及し、権利の集中管理を進める 

２００６年度中に、マルチユースを想定しクリエーターへのリターンにも配

慮した契約の普及を図るとともに、映像実演やレコード等の集中管理が進んで

いない分野において、著作権管理事業制度の一層の活用を進める。 

（総務省、文部科学省、経済産業省） 

 

②ブロードバンド配信に関する利用料率に係る取組を促進する 

２００６年度も引き続き、放送事業者制作のテレビドラマをブロードバンド

配信する場合の使用料額の目安に関する暫定合意など、二次利用のためのルー

ルづくりに向けた関係者間の協議を奨励し、利用に向けた普及を行う。 

（総務省、文部科学省、経済産業省） 

 

※ 
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③デジタル化時代に対応した法制度を構築する 

知的財産基本法第１８条第２項の趣旨に則り、２００６年度中に、デジタル

化・ネットワーク化時代に対応した国際的な枠組みを含めた法制度の検討を行

い、コンテンツ流通の促進やクリエーターへの還元を進め、創作活動の活性化

を図る。 

（総務省、外務省、文部科学省、経済産業省） 

 

④私的使用複製について結論を得る 

私的録音・録画について抜本的に見直すとともに、補償金制度については廃

止や骨組みの見直し、他の措置の導入も含め抜本的な検討を行い、２００７年

度中に一定の具体的結論を得る。その際、技術的保護手段の進展やコンテンツ

流通の変化等を勘案するとともに、国際条約や国際的な動向との関連やユーザ

ーの視点に留意する。また、技術的保護手段との関係等を踏まえた「私的複製

の範囲の明確化」 、 使用料と複製対価との関係整理等、著作権契約の在り方

の見直し、オンライン配信への移行を踏まえた音楽関連産業の在り方等につい

ての検討を進め、２００６年度中に結論を得る。 

（文部科学省、経済産業省） 

 

⑤デジタル化時代に対応した権利制限について結論を得る 

ⅰ）デジタル機器の保守・修理時における一時的固定等について、一定の条

件の下で複製権を制限する規定を整備するため、２００６年度中のできる

だけ早い国会において著作権法の改正案を提出する。 

（文部科学省） 

 

ⅱ）ｅラーニング推進のため、第三者が作成した著作物を学校の授業の過程

で公衆送信により利用することについて、権利者・教育関係者間での権利

処理の在り方などに係る教育関係者による具体的な提案を踏まえて検討を

行い、２００７年度中に結論を得る。 

（文部科学省） 
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⑥権利者の利益と公共の利益に留意した権利制限規定を整備する 

非特許文献を出願人に送付するための審査官による複製などの特許審査手

続きに係る権利制限、承認・再審査・再評価制度において必要な研究論文等の

複製などの薬事行政に係る権利制限等に関し、２００６年度中のできるだけ早

い国会において著作権法の改正案を提出する。 

（文部科学省） 

 

⑦契約・利用の観点からライセンシーの保護などについて結論を得る 

共有著作権、著作物の「利用権」及びライセンシーの保護に係る制度整備等

について検討を行うとともに、その関連で登録制度を見直すことなどに関して

検討を行い、２００７年度中に結論を得る。 

（文部科学省） 

 

⑧技術的保護手段等の回避等に係る法的規制の対象について結論を得る 

コンテンツを適切に保護し、その流通の一層の円滑化を図るとともに、技術

的保護手段の有用性を担保するため、不正競争防止法上の技術的制限手段回避

機器の譲渡に関する差止措置等の活用について周知徹底を図るとともに、接続

管理（アクセスコントロール）回避行為への刑事罰の導入等について、将来の

管理技術開発への影響等を踏まえつつ、法的措置の必要性の有無について、２

００６年度も引き続き検討を行い、必要に応じ所要の措置を講ずる。 

（総務省、法務省、文部科学省、経済産業省） 
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第５章 人材の育成と国民意識の向上 
 

２．知的財産人材育成を官民挙げて進める 

 

（４）海外派遣など海外との交流を活発化する 

 

②アジア等の人材の受入れと専門家派遣を拡充する 

  ２００６年度も引き続き、アジア等の知財人材育成のための受入れと専門家

の派遣を拡充する。さらに、研修終了後の学生との連携を深めるなど国内外人

材ネットワークを充実する。 

（外務省、文部科学省、経済産業省） 

 

（６）学会を活用するとともに知的財産に関する研究を支援する 

 

①各種学会の活用と支援を行う 

ⅰ）２００６年度は、法律・経営・技術に関する高度な知識を備えた知財人

材を育成するため、日本工業所有権法学会、著作権法学会、日本知財学会

などの関連する学会や大学等への審査官や弁理士等の参加を奨励する。 

（文部科学省、経済産業省） 

 

（７）知的財産の教育者や教材・教育ツールを開発する 

 

②知的財産教育に関する教材・教育ツールを開発する 

ⅰ）２００６年度も引き続き、特許権や著作権などを統一した知財教育のプ

ログラムを策定するとともに、学校での知財教育を支援するため、初等中

等教育向けの統一した教材の作成・提供や手引書の作成、学校における知

財教育の具体的手法の研究開発など、知財に関する教育事業を実施する。 

（文部科学省、経済産業省） 
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５．国民の知的財産意識を向上させる 

 

（５）知的財産に関する国民への啓発活動を強化する 

２００６年度も引き続き、児童・生徒、大学生、社会人一般、実務者向けに、

民間の知財の専門家をも活用しつつ、それぞれの特性を踏まえた知財に関する

セミナーの開催等を行うとともに、地域の実情に応じた積極的な活用を促進す

る。また、国民から募ったキャッチフレーズのキャンペーンを行うなど普及・

啓発事業を充実させる。 

（内閣府、農林水産省、文部科学省、経済産業省） 

※ 
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